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【様式記入例】



申請手続きの流れ
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① 交付申請書類の作成・提出

・交付申請書（様式第１号）

・事業計画書（様式第２号）

・収支予算書（様式第３号）

・団体規約等

・その他市長が必要と認めるもの

・補助金交付決定前着手届（様式第４号）

    ※交付決定を待たずに事業着手する必要がある場合は提出してください。

⑤ 交付決定通知書の受領

※交付決定前着手届提出の場合は交付決定を待たずに事業着手可能です。

事業内容を変更・中止する場合は必ず事前に連絡を！

⑥

⑦ 実績報告書類の作成・提出

・事業実績報告書（様式第１５号）

・事業報告書（様式第１６号）

・収支決算書（様式第１７号）

※事業費の内容がわかる領収書等の写しを必ず添付

⑩ 確定通知書の受領・交付請求書の提出（様式第１９号）

⑫ 補助金の受領

申請者

②交付申請書類の受理・審査

申請書類の審査 → 補助金交付予定事業の採択

※必要に応じて補助金審査委員会を設置して審査します。

③

会議において補助金交付の可否を決定

★会議は年間３回程度開催（予定：５月、７月、10月）

④ 交付（却下・棄却）の決定通知の送付

⑧ 実施報告書類の受理・審査

⑨ 補助金確定の可否を決定・確定通知送付

⑪ 交付請求書の受理・補助金支払い

大津市(教育委員会)

社会教育委員の会議で意見を聴取

事業着手 → 完了

【交付決定前着手について】
審査等の結果、交付決定を待たずに事前着手した事業又は事業経費の
一部が補助対象とならない場合があることを了知した上で実施してく
ださい。
これによる損失等は申請者の責任となります。（補助金交付要綱第９条）



交付申請書（様式第１号）
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①事業の着手予定日以前の日付

②事業の目的と内容を詳細かつ
分かりやすく記載

③事業に係る総経費

④A.補助対象経費の1/2

B.補助対象経費から事業により
生じる収入額を控除した額

C.各部門の上限額
★A、B、Cの中で一番低い額

⑤事業の準備を始める予定日から
支払い等全てが完了する予定日
★この期間外の支出は補助対象に

なりませんのでご注意ください。

①

②

③

④

⑤

複数の事業種別の補助を申請される場合

種別（社会教育推進一般事業、家庭教育推進事業、青少
年指導者育成事業）ごとに交付申請書および添付書類を
作成の上、提出してください。



事業計画書（様式第２号）

4

①社会教育、家庭教育、青少年指導者
の育成推進につながるような
ねらいを具体的に記載

②事業名称、事業内容等を
分かりやすく具体的に記載

③家庭教育推進事業の場合
保護者に対する学習機会、情報提供、

その他家庭教育を支援するための
事業が対象
※家庭学習や親子・世代間の交流等事業は対象外です。

①

②

③



収支予算書（表面）収入の部（様式第３号・表面）
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①年度当初の団体数と会員数

②支出合計金額と同額

①

②



収支予算書（裏面）支出の部（様式第３号・裏面）

①摘要欄は支出の概要を記入
※支出の内訳、積算根拠も必ず記入

①

②
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②収入合計金額と同額



交付決定前着手届（様式第４号）

②枠内に補助金交付申請書の
内容を転記
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③交付決定前に事業に着手する
必要がある理由を具体的に記入

様式第４号（第９条関係） 

 

大津市社会教育推進事業補助金交付決定前着手届 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長 

    

（申請団体） 

    所在地  大津市御陵町３-１ 

    団体名  大津市社教団体 

    代表者名 会長 大津 太郎 

        

年度大津市社会教育推進事業補助事業について、次の条件を了承の上、交付決定前着手届を提出します。 

 

補 助 年 度 〇 年度 

補 助 事 業 の 部 門  社会教育推進一般事業（広域部門） 

補助事業の経費所要額 ５０５，０４０ 円 

交 付 申 請 金 額             １８０，０００ 円 

補助事業の着手予定年月日

及び完了予定年月日 

   着 手    令和 ○ 年 ４ 月 ２０ 日 

 完 了    令和 △ 年 ３ 月 ２５ 日 

交付決定前に着手する 

必要がある理由 

事業の実施に向けて、交付決定を待たずに年度当初の４月から事業の準

備を始める必要があるため。 

事 業 着 手 条 件 

１ 交付決定を受けるまでに補助事業に着手することにより生じたあらゆる

損失等に係る責任は自らが負うことを了承した上で、事業に着手すること。 

２ 交付決定を受けた補助金額が、交付申請額に達しない場合においても、

異議を申し立てないこと。 

３ 当該事業については、着手から交付決定を受けるまでの期間内におい

ては、計画変更は行わないこと。 

 

 

① ①申請書提出日を記載

②

③



実績報告書（様式第１５号）

①実績報告日
※事業の完了日以降の日付（年度内）

②交付決定通知書（様式第4号）の
右上に記載された日付と番号を転記

複数の事業種別の補助を申請された場合

種別（社会教育推進一般事業、家庭教育推進事業、
青少年指導者育成事業）ごとに実績報告書および
添付書類を作成の上、提出してください。

①

②

③

③交付決定通知書（様式第4号）の
右上に記載された事業名（部門）
を転記
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【添付して提出する書類】

・補助事業の経費支出に係る領収書
等の写し（明細がわかるもの）

・事業実施時の状況が分かる写真、

チラシ、アンケート結果等



事業報告書（様式第１６号）

★事業名、場所、内容、対象者、
参加人数（うち構成員以外の人
数）を記入

★成果について
事業実施により得られた成果を社会
教育、家庭教育、青少年指導者の育
成推進に資することがわかるように
具体的に記入
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収支決算書（表面）収入の部（様式第17号・表面）

①収支予算書（様式第3号）の
金額を転記

②支出合計金額と同額

①

②
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収支決算書（裏面）支出の部（様式第17号・裏面）

①収支予算書（様式第3号）の
金額を転記

②収入合計金額と同額

①

②
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交付請求書（様式第１９号）

①請求日
確定通知書（様式第18号）の発出日
以降の日付

②代表者印

③確定通知書（様式第18号）の右上に
記載された日付と番号を転記

⑤確定通知書（様式第18号）に記載
された交付確定額を転記

⑦補助金の振込先を記入
※振込先や代表者変更が生じた時は
生涯学習課に相談してください。

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

④確定通知書（様式第18号）に記載さ
れた事業名（部門）を転記

⑥今回請求する額を記入
※既に事前請求をしている場合は
引いた額を記入してください。
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交付請求書（様式第２０号）【事業終了前交付】

①
②
③ 前頁と同じ
④
⑤
⑦

⑧既に補助金の一部の交付を受けている
場合はその額を記入

①

②
③

④

⑤

⑥

⑧

⑥事前交付が必要な理由を的確に

⑨

⑦

⑨事前に必要な交付額
※事前交付額は交付決定額の1/2まで

それ以上の額が必要な場合は生涯学
習課に相談してください。
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